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●
申
請
・
引
換
窓
口　

ご
み
対
策
課

（
総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
3
階
）、

環
境
対
策
課（
市
役
所
2
階
79
番
窓

口
）

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

市
税
・
保
険
料
の
納
付
相
談

窓
口
を
7
月
10
日（
土
）・
11

日（
日
）に
開
設

　

平
日
に
納
付
相
談
が
で
き
な
い
方

を
対
象
に
休
日
相
談
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

介
護
保
険
・
負
担
限
度
額
認
定

の
更
新
申
請
を
お
忘
れ
な
く

　

市
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
の
介
護
保
険
施
設
に
入
所（
短
期

入
所
の
利
用
を
含
む
）し
た
際
の
居

住
費
等
や
食
費
の
負
担
を
軽
減
す
る

「
負
担
限
度
額
認
定
」
の
更
新
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
該
当
す
る

方
に
は
、
6
月
18
日
に
更
新
申
請
の

書
類
を
郵
送
し
ま
し
た
。
申
請
が
お

済
み
で
な
い
方
は
、
申
請
書
と
必
要

書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
介
護

保
険
課（
市
役
所
1
階
4
番
窓
口
）に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
7
月
15
日

（
木
）ま
で
に
申
請
し
た
方
に
は
、
7

月
30
日（
金
）ま
で
に
新
し
い
認
定
証

を
発
送
し
ま
す
の
で
、
入
所
施
設
に

改
め
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

負
担
限
度
額
認
定
を
受
け
る
に
は
、

配
偶
者（
別
世
帯
、
内
縁
を
含
む
）と

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
預

貯
金
等
が
段
階
区
分
別
の
設
定
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す（
令
和

3
年
8
月
か
ら
一
部
、
変
更
と
な
り

ま
す
。
更
新
申
請
の
際
に
同
封
の
案

内
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）。
新
規

申
請
を
お
考
え
の
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課
介
護
給
付
係
・
内
線

1
4
5
7

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の
減
免

　

令
和
3
年
度
の
市
民
税
が
世
帯
全

員
非
課
税
で
、
右
下
表
の
要
件
に
該

当
す
る
世
帯
に
対
し
て
、
申
請
に
よ

り
、
家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
を
交
付

し
ま
す（
令
和
2
年
10
月
以
降
に
交

付
済
み
の
世
帯
は
除
く
）。
交
付
枚

数
は
申
請
し
た
月
か
ら
10
月
分
ま
で

で
す
。
申
請
後
、
該
当
す
る
世
帯
に

は
、
引
換
券
を
郵
送
し
ま
す
。

い
。

●
対
象
と
な
る
税
・
保
険
料　

市
税
、

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

時
7
月
10
日（
土
）・
11
日（
日
）、
午

前
9
時
〜
午
後
4
時
場
収
納
課（
市

役
所
1
階
34
番
窓
口
）

申
7
月
9
日（
金
）ま
で
に
収
納
課
・

内
線
1
2
4
9
へ

技
能
功
労
者
の
推
薦
を

　

優
れ
た
技
能
を
持
ち
、
仕
事
を
し

て
い
る
方
を
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。

推
薦
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
褒
賞
対
象

者
を
選
考
し
、
12
月
1
日（
水
）の
式

典
で
表
彰
し
ま
す
。

▼
推
薦
対
象
と
な
る
方
＝
10
月
31
日

現
在
55
歳
以
上
で
、
同
一
業
種
に
30

年
以
上
従
事
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の

条
件
を
満
た
す
方
▽▽
市
内
に
5
年
以

上
在
住
し
て
い
る
▽▽
市
内
で
15
年
以

上
同
一
の
業
種
に
従
事
し
て
い
る
▼

推
薦
方
法
＝
7
月
30
日（
金
）ま
で
に

産
業
観
光
課
商
工
振
興
係
・
内
線

2
6
4
5
へ

　

市
は
、
市
政
の
透
明
性
を
確
保
す

る
た
め
、
情
報
公
開
制
度
に
基
づ
き

市
政
情
報
の
公
開
を
進
め
る
ほ
か
、

自
己
情
報
の
開
示
な
ど
を
請
求
す
る

権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

　

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
３

階
）で
行
政
資
料
を
公
開
し
て
い
る

ほ
か
、
各
部
署
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
文
書
公
開
請
求
を
行
っ

た
方
に
は
、
個
人
情
報
な
ど
の
例
外

を
除
い
て
、
公
文
書
等
を
原
則
公
開

し
て
い
ま
す
。
令
和
2
年
度
の
公
文

書
公
開
請
求
は
86
件
で
し
た（
表
1
）。

個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基

づ
き
、
個
人
情
報
の
保
護
と
適
正
な

取
り
扱
い
に
努
め
て
い
ま
す
。
現
在
、

個
人
情
報
の
電
子
シ
ス
テ
ム
処
理
は
、

住
民
登
録
、
介
護
保
険
な
ど
の
業
務

で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
ら
の
個
人
情
報
が
適
正
に
扱
わ

れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
行

う
個
人
情
報
の
開
示
請
求
は
、
令
和

2
年
度
は
2
9
8
5
件（
う
ち
要
介

護
認
定
等
に
か
か
わ
る
開
示
請
求
が

2
9
1
0
件
）
で
し
た（
表
2
・
表

3
）。

　

ま
た
、
届
け
出
案
件
や
審
査
請
求

等
を
審
査
す
る
個
人
情
報
保
護
審
議

会
は
５
回
開
催
し
ま
し
た
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
開

示
の
請
求
方
法

　

請
求
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
、
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

個
人
情
報
開
示
請
求
の
際
は
、
窓
口

で
本
人
確
認
書
類
の
提
示
が
必
要
で

す（
郵
送
に
よ
る
手
続
き
は
不
可
）。

会
議
の
公
開
状
況

　

市
は
、
市
民
参
加
と
透
明
な
市
政

を
促
進
す
る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の

会
議
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
は
、
国
民
健
康
保
険

運
営
協
議
会
や
夢
育
て
・
た
ち
か
わ

子
ど
も
21
プ
ラ
ン
推
進
会
議
な
ど
を

公
開
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
傍
聴

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　

市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー（
市
役
所
３

階
）に
は
、
市
が

発
行
し
た
計
画
書

や
報
告
書
、
予
算

書
、
決
算
書
、
契

約
関
係
資
料
な
ど
を
は
じ
め
、
約

8
0
0
0
点
の
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

配
置
し
て
い
ま
す
。
閲
覧
は
自
由
で

す
。
市
発
行
の
行
政
資
料
な
ど
は
コ

ー
ナ
ー
内
の
コ
ピ
ー
機（
有
料
）で
写

し
を
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
立
川

市
政
を
知
る
一
歩
と
し
て
、
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
文
書
法
政
課
情
報
公
開
係
・
内
線

3
3
0
5〔
要
介
護
認
定
開
示
請
求

に
つ
い
て
は
介
護
保
険
課
介
護
認
定

係
・
内
線
1
4
5
2
〕

表２　令和２年度　実施機関別個人情報開示等請求および決定状況
（表3の数字を除く）

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等

非開示 不存在

市長 57 2 58 18 16 0 24 0 0
教育委員会 17 0 17 2 15 0 0 0 0
議会 1 0 1 0 0 0 1 0 0

計 75 2 76 20 31 0 25 0 0

表３　令和２年度　要介護認定資料等開示請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 開示 一部

開示
非開示等

非開示 不存在
市長 2,910 3 2,907 2,907 0 0 0 0 0

表１　令和２年度　実施機関別公文書公開請求および決定状況

実施機関
請　求 決　定 存否

応答
拒否

審査
請求件数 取下げ 件数 公開 一部

公開
非公開等

非公開 不存在

市長 76 0 85 50 24 3 8 0 0
教育委員会 8 1 9 4 2 0 3 0 0
議会 2 0 2 1 0 0 1 0 0

計 86 1 96 55 26 3 12 0 0

令
和
２
年
度
の
情
報
公
開
制
度
・
個
人
情

報
保
護
制
度
な
ど
の
実
施
状
況
を
公
表

公
正
で
開
か
れ
た
市
政
を
推
進

要件 申請に必要なもの

身体障害者手帳１級・２級を
お持ちの方がいる世帯

各障害者手帳
印鑑

愛の手帳１度・２度をお持ち
の方がいる世帯

精神障害者手帳１級・２級を
お持ちの方がいる世帯

要介護４・要介護５の認定を
受けている方がいる世帯

介護保険証
印鑑

◦東京都発熱相談センター　
☎03（5320）4592〔24時間、土曜・日曜日、祝日を含む〕

◦東京都電話相談窓口（新型コロナコールセンター）
☎0570（550）571〔午前９時～午後10時、土曜・日曜日、
祝日を含む〕

◦厚生労働省電話相談窓口
☎0120（565）653〔午前９時～午後９時、土曜・日曜日、
祝日を含む〕

新型コロナウイルス感染症に
関する相談窓口
発熱などの症状が出たときは、まずは
 「かかりつけ医」に電話で相談してください。

かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合など

症状はないが不安な場合、感染予防に関することなど

後期高齢者医療制度の保険料等をお知らせします

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。

7
月
22
日（
木
･
祝
）は
、
設
備
点
検
の
た
め
、
市
図
書
館
全
館
は
臨
時
休
館
し
ま
す
問
中
央
図
書
館
☎（
5
2
8
）6
8
0
0


